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未入園児一時保育事業について 

 

錦秋の候、皆様におかれましては益々御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は当園に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、表題の件につきまして京都府の指導のもと当園は 10 月 22 日より実施いたします。 

知人等の方で希望者があれば登録していただき園に提出いただきますようお願いいたします。 

 

記 
 

事業内容 

 ※ 子育て等に関する情報提供いたします。 

※ 子育て相談をいたします。 

※ 母親等のリフレッシュのため一時預かりをいたします。 

 

 

実施方法 

1. 園に登録した方のみが利用出来ます。 

2. 登録者 1 人当たり 3 時間以内で年間 2 回の利用です(毎週土曜日の午後 1 時～4 時まで) 

3. 利用料は無料です。 

4. 利用をされる時は事前に園にご連絡ください。 

 

 

※ 登録用紙が必要な方は園に申し出てください。 


